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■ 公示第４２号（自動車交通部） 
 
      一般乗用旅客自動車運送事業（１人１車制個人タクシーに限る。）の 
      許可等に係る事前試験及び申請後試験について 
 
 一般乗用旅客自動車運送事業（１人１車制個人タクシーに限る。）の許可申請等をする前の者を対象と

する事前試験及び許可申請等をした者を対象とする申請後試験について、下記のとおり実施することと

したので公示する。 
 
  令和３年１０月８日 

北陸信越運輸局長 平井 隆志 
 

記 
 
１．試 験 日  令和３年１１月３０日（火） 
２．時 間    受付    １３時００分～１３時２０分 
         試験（法令）１３時３０分～１４時２０分 
           （地理）１４時３０分～１５時３０分           
３．試験場所 

申請営業区域 試 験 会 場 
新潟交通圏 新潟運輸支局 会議室 
長野交通圏 長野運輸支局 会議室 
松本交通圏 長野運輸支局 会議室 
富山交通圏 富山運輸支局本庁舎 会議室 
金沢交通圏 石川運輸支局本庁舎 会議室 

 
４． 受験資格者  
（１）事前試験 
「一般乗用旅客自動車運送事業（１人１車制個人タクシーに限る。）の許可等に係る法令及び地理

の試験について」（平成１４年７月１日付け公示第２５号）Ⅱ．１．に該当する者 
 

北陸信越運輸局報 
明日の交通・環境を創造します。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/ 
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国土交通省 北陸信越運輸局                                 毎月３回（1 日・11 日・21 日発行） 
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（２）申請後試験 
「一般乗用旅客自動車運送事業（１人１車制個人タクシーに限る。）の許可等に係る法令及び地理

の試験について」（平成１４年７月１日付け公示第２５号）Ⅲ．１．に該当する者 
 

  

◼  一般乗用旅客自動車運送事業の運賃(公定幅運賃)変更要請（自動車交通部） 

 

 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置

法第１８条の３第１項及び同法施行規則第１１条の２の規定により次のとおり公示する。 

 本件について意見聴取の申請をしようとするときは、公示の日から１０日以内に下記に掲げる事項を

記載した文書を当該申請事案を管轄する運輸支局長を経由し運輸局長あて提出されたい。 

 なお、郵送による申請の場合にあっては、消印が公示の日から１０日以内のものとする。 

 

記 

 

     １．申請者の氏名又は名称（住所並びに代表者の氏名省略） 

          ２．事案の件名及びその番号 

     ３．意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名 

     ４．意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項 

 

       令和３年１０月２０日 

 

北陸信越運輸局長  平井 隆志 

 

  （事案の件名）   一般乗用旅客自動車運送事業の運賃（公定幅運賃）変更要請 

事 案 番 号 申請者の氏名又は名称 事案の概要 運賃ブロック 

３旅第７号～３旅第２１号 
要請運賃については別紙１、現行運賃については別

紙２のとおり 
新潟県Ａ地区 

 
※別紙はＰ４～Ｐ５参照 
 

 
■ 北陸信越運輸局管内に営業所がある累積点数２１点以上の旅客自動車運送事業者及び貨物自動

車運送事業者（令和３年９月３０日現在） 

（自動車運送事業安全監理室） 

旅客自動車運送事業者 

事業の 

種 類 
事業者名 法人番号 事業者の所在地 

累積 

点数 
主な違反行為 

一般貸切 株式会社新和旅行 6110001011335 新潟県阿賀野市庄ヶ宮 680-1 30 
運転者に対する指導

監督義務違反 

一般貸切 
株式会社オズ・トリッ

プ 
3050001015196 

長野県千曲市上山田温泉 3丁

目 12－2 
22 区域外運送 

 

○ 行 政 処 分 
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貨物自動車運送事業者 

事業の 

種 類 
事業者名 法人番号 事業者の所在地 

累積 

点数 
主な違反行為 

一般貨物 
ワイエスライン株式

会社 
2180301022112 

愛知県豊橋市藤並町字相生 2

番地 1 
30 運行管理者選任違反 

一般貨物 キスモ株式会社 9220001002262 
石川県金沢市西泉 3丁目 2番

地 1 
30 運行管理者選任違反 

一般貨物 有限会社熊谷商事 2100002037771 
長野県下伊那郡高森町下市

田 3205－6 
23 整備不良車両等 

 
 

 

以 上 



新潟県Ａ地区要請運賃 別紙１

初乗・
加算
30分

加算
10分
又は
15分

加算
20分

初乗・
加算
30分

加算
10分
又は
15分

加算
20分

初乗・
加算
30分

加算
10分
又は
15分

加算
20分

距離
（m）

運賃
（円）

距離
（m）

運賃
（円）

距離
（m）

運賃
（円）

距離
（m）

運賃
（円）

距離
（m）

運賃
（円）

距離
（m）

運賃
（円）

運賃
（円）

運賃
（円）

運賃
（円）

運賃
（円）

運賃
（円）

運賃
（円）

運賃
（円）

運賃
（円）

運賃
（円）

7
第一タクシー株式会社

1,000 810 199 90 1,000 610 261 80 1分15秒 90 1分35秒 80 4,950 2,480 3,000 1,500

8
さくら交通株式会社

1,000 820 197 90 1,000 620 265 80 1分15秒 90 1分45秒 80 4,650 2,330 2,900 1,450

9
万代タクシー株式会社

1,000 610 232 80 1分25秒 80 4,500 2,250 4,400 2,200 3,100 1,550

10
富士タクシー株式会社

1,000 810 182 90 1,000 750 190 90 1,000 610 265 80 1分20秒 90 1分10秒 90 1分40秒 80 5,000 1,670 3,340 4,800 1,600 3,200 3,100 1,040 2,070

11
太陽交通株式会社

1,000 600 252 80 1分35秒 80 3,300 1,100 2,200

12
太陽交通新潟有限会社

1,000 600 253 80 1分35秒 80 3,300 1,100 2,200

13
ハマタクシー株式会社

1,000 610 268 80 1分40秒 80 3,400

14
都タクシー株式会社（北区）

1,100 600 230 80 1分25秒 80 3,300 1,650

15
都タクシー株式会社（中央区）

1,100 800 174 90 1,100 740 179 90 1,100 600 241 80 1分5秒 90 1分5秒 90 1分30秒 80 5,280 2,640 5,100 2,550 3,620 1,810

16
新潟あさひタクシー株式会社

1,000 610 247 80 1分30秒 80 3,400

17
東港タクシー株式会社

1,000 810 207 90 1,000 610 232 80 1分15秒 90 1分25秒 80 5,600 2,800 3,400 1,700

18
株式会社聖篭タクシー

1,000 810 168 90 1,000 610 228 80 1分5秒 90 1分25秒 80 5,600 2,800 3,400 1,700

19
三和第一交通株式会社

1,000 810 166 90 1,000 610 239 80 1分0秒 90 1分30秒 80 5,250 3,820

20
はとタクシー株式会社

1,000 610 257 80 1分35秒 80 3,100 1,550

21
有限会社コバト交通

1,000 610 213 80 1分20秒 80 3,100 1,550

時間制運賃

特定大型車 特定大型車大型車 普通車普通車

加算

時間距離併用運賃

特定大型車

時間 運賃
（円）

事
案
番
号

普通車

距離制運賃

初乗 加算 時間 運賃
（円）

時間 運賃
（円）

大型車大型車

運賃

事業者名
加算初乗 初乗
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新潟県Ａ地区現行運賃 別紙２　
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距離
（m）

運賃
（円）
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（円）

運賃
（円）
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（円）

運賃
（円）

運賃
（円）

運賃
（円）

7
第一タクシー株式会社

1,300 800 207 90 1,300 600 287 80 1分15秒 90 1分45秒 80 4,450 2,230 2,700 1,350

8
さくら交通株式会社

1,300 800 207 90 1,300 600 287 80 1分15秒 90 1分45秒 80 4,450 2,230 2,700 1,350

9
万代タクシー株式会社

1,300 800 207 90 1,300 740 212 90 1,300 610 262 80 1,300 600 287 80 1分15秒 90 1分20秒 90 1分35秒 80 1分45秒 80 4,450 2,230 4,300 2,150 3,050 1,530 2,700 1,350

10
富士タクシー株式会社

1,300 760 218 90 1,300 700 224 90 1,300 610 262 80 1,300 600 287 80 1分20秒 90 1分25秒 90 1分35秒 80 1分45秒 80 4,200 1,400 2,800 4,050 1,350 2,700 3,050 1,020 2,040 2,700 900 1,800

11
太陽交通株式会社

1,300 600 287 80 1分45秒 80 2,700 900 1,800

12
太陽交通新潟有限会社

1,300 600 287 80 1分45秒 80 2,700 900 1,800

13
ハマタクシー株式会社

1,300 600 287 80 1分45秒 80 2,700

14
都タクシー株式会社（北区）

1,300 600 287 80 1分45秒 80 2,700 1,350

15
都タクシー株式会社（中央区）

1,300 800 207 90 1,300 740 212 90 1,300 610 262 80 1,300 600 287 80 1分15秒 90 1分20秒 90 1分35秒 80 1分45秒 80 4,450 2,230 4,300 2,150 3,050 1,530 2,700 1,350

16
新潟あさひタクシー株式会社

1,300 600 287 80 1分45秒 80 2,700

17
東港タクシー株式会社

1,300 800 207 90 1,300 600 287 80 1分15秒 90 1分45秒 80 4,450 2,230 2,700 1,350

18
株式会社聖篭タクシー

1,300 800 207 90 1,300 640 250 80 1,300 600 287 80 1分15秒 90 1分30秒 80 1分45秒 80 4,450 2,230 3,250 1,630 2,700 1,350

19
三和第一交通株式会社

1,300 800 207 90 1,300 600 287 80 1分15秒 90 1分45秒 80 4,450 2,700

20
はとタクシー株式会社

1,300 600 287 80 1分45秒 80 2,700 1,350

21
有限会社コバト交通

1,300 600 287 80 1分45秒 80 2,700 1,350

事
案
番
号

事業者名

運賃

距離制運賃 時間距離併用運賃 時間制運賃

特定大型車 大型車 中型車 大型車 中型車 小型車

初乗 加算 初乗 加算 初乗 加算 初乗

小型車 特定大型車

加算 時間 運賃
（円）

大型車 中型車 小型車 特定大型車

運賃
（円）

時間 運賃
（円）

時間 運賃
（円）

時間
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